
昭
和
二
十
九
年
建
設
省
令
第
三
十
五
号

建
設
機
械
抵
当
法
施
行
規
則

建
設
機
械
抵
当
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
二
百
九
十
四
号
）
第
四
条
第
一
項
、
第
八
条
第
一
項
、
第
九
条
第
三
項
及
び
第
十
二
条
の
規
定
に
基
き
、
並
び
に
建
設
機
械
抵
当
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
九
十
七
号
）
を
実

施
す
る
た
め
、
建
設
機
械
抵
当
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
申
請
書
の
提
出
）

第
一
条
　
建
設
機
械
抵
当
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
に
規
定
す
る
申
請
書
及
び
そ
の
副
本
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
許
可
を
受
け
た
建
設
業
者
に
あ
つ
て
は
国
土
交
通
大
臣
に
、
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
た
建
設

業
者
に
あ
つ
て
は
打
刻
又
は
検
認
の
際
当
該
建
設
機
械
が
所
在
す
る
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
申
請
書
の
様
式
）

第
二
条
　
令
第
四
条
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
建
設
機
械
の
仕
様
）

第
二
条
の
二
　
令
第
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
仕
様
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。

（
打
刻
の
記
号
の
様
式
及
び
打
刻
の
位
置
）

第
三
条
　
令
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
打
刻
は
、
別
表
第
二
に
定
め
る
位
置
に
、
別
記
様
式
第
二
号
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
打
刻
の
番
号
は
、
同
一
暦
年
中
に
お
い
て
は
、
重
複
し
て
は
な
ら
な

い
。

（
建
設
機
械
打
刻
証
明
書
等
の
様
式
）

第
四
条
　
令
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
交
付
す
る
建
設
機
械
打
刻
証
明
書
及
び
建
設
機
械
打
刻
検
認
証
明
書
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
記
様
式
第
三
号
及
び
第
四
号
の
と
お
り
と
す
る
。

（
変
更
等
の
届
出
）

第
五
条
　
令
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
別
記
様
式
第
五
号
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
事
項
及
び
そ
の
内
容

二
　
変
更
の
原
因

三
　
変
更
の
年
月
日

２
　
令
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
別
記
様
式
第
六
号
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
滅
失
し
、
又
は
解
体
さ
れ
た
建
設
機
械
の
名
称
、
型
式
及
び
当
該
建
設
機
械
に
打
刻
さ
れ
た
記
号

二
　
滅
失
又
は
解
体
の
事
由

三
　
滅
失
又
は
解
体
の
年
月
日

四
　
届
出
当
時
の
当
該
建
設
機
械
の
状
態

３
　
令
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
建
設
機
械
を
取
得
し
た
者
は
、
別
記
様
式
第
七
号
に
よ
り
、
取
得
の
原
因
及
び
年
月
日
等
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
建
設
機
械
抵
当
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
二
十
九
年
十
一
月
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
申
請
書
の
提
出
）

２
　
国
土
交
通
大
臣
の
許
可
を
受
け
た
建
設
業
者
で
打
刻
又
は
検
認
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
分
の
間
、
第
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
打
刻
又
は
検
認
の
際
当
該
建
設
機
械
が
所
在
す
る
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事

に
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
建
設
機
械
打
刻
証
明
書
等
の
様
式
の
準
用
）

３
　
第
四
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
が
建
設
機
械
打
刻
証
明
書
又
は
建
設
機
械
打
刻
検
認
証
明
書
を
交
付
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
九
年
一
二
月
六
日
建
設
省
令
第
三
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
三
年
一
二
月
二
五
日
建
設
省
令
第
三
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
七
月
二
〇
日
建
設
省
令
第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
一
月
一
八
日
建
設
省
令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
建
設
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
一
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
四
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
五
月
一
一
日
建
設
省
令
第
一
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
関
係
法
令
の
改
廃
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
昭
和
四
十
七
年
五
月
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
六
月
一
日
建
設
省
令
第
一
一
号
）
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こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
八
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
三
月
二
七
日
建
設
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
二
月
二
三
日
建
設
省
令
第
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
建
設
業
法
施
行
規
則
、
建
築
士
法
施
行
規
則
、
建
築
動
態
統
計
調
査
規
則
、
建
設
機
械
抵
当
法
施
行
規
則
、
河
川
法
施
行
規
則
、
道
の
区
域
内
の
建
設
大
臣
が
管
理
す
る
河
川
に
係
る
流
水
占
用
料
等

に
関
す
る
省
令
、
都
市
再
開
発
法
施
行
規
則
、
浄
化
槽
設
備
士
に
関
す
る
省
令
、
浄
化
槽
工
事
業
に
係
る
登
録
等
に
関
す
る
省
令
、
浄
化
槽
の
型
式
の
認
定
に
関
す
る
省
令
及
び
建
設
省
関
係
研
究
交
流
促
進
法
施
行
規
則
に
規
定
す

る
様
式
に
よ
る
書
面
は
、
平
成
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
二
〇
日
建
設
省
令
第
四
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
七
日
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
三
日
国
土
交
通
省
令
第
九
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
第
一

種
類

名
称

仕
様

１
　
掘
削
機
械

シ
ョ
ベ
ル
系
掘
削
機

１
　
走
行
装
置
の
型
式

２
　
伝
動
方
式

３
　
操
作
方
式

連
続
式
バ
ケ
ッ
ト
掘
削
機

１
　
公
称
掘
削
能
力

２
　
バ
ケ
ッ
ト
の
公
称
容
量

３
　
走
行
装
置
の
型
式

２
　
基
礎
工
事
用
機
械

く
い
打
ち
機
及
び
く
い
抜
き
機

１
　
種
類

２
　
ハ
ン
マ
ー
、
起
振
機
又
は
く
い
抜
き
装
置
の
公
称
重
量
又
は
起
振
力

３
　
や
ぐ
ら
の
型
式

グ
ラ
ウ
ト
ポ
ン
プ

１
　
公
称
吐
出
量

２
　
常
用
吐
出
圧
力

３
　
縦
型
又
は
横
型
の
別

４
　
プ
ラ
ン
ジ
ャ
ー
の
数

５
　
ミ
キ
サ
ー
の
公
称
混
練
容
量
及
び
数

ペ
ー
パ
ー
ド
レ
ー
ン
マ
シ
ン

１
　
走
行
装
置
の
型
式

２
　
や
ぐ
ら
の
高
さ

大
口
径
掘
削
機

１
　
種
類

２
　
公
称
最
大
掘
削
直
径
及
び
掘
削
深
さ

３
　
定
置
式
又
は
可
搬
式
の
別

ア
ー
ス
オ
ー
ガ
ー

使
用
で
き
る
最
大
の
オ
ー
ガ
ー
ス
ク
リ
ュ
ー
の
直
径

地
下
連
続
壁
施
工
用
機
械

公
称
掘
削
幅
及
び
掘
削
深
さ

３
　
ト
ラ
ク
タ
ー
類

ト
ラ
ク
タ
ー

１
　
自
重

２
　
走
行
装
置
の
型
式
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３
　
伝
動
方
式

ブ
ル
ド
ー
ザ
ー

１
　
自
重

２
　
走
行
装
置
の
型
式

３
　
伝
動
方
式

４
　
操
作
方
式

５
　
リ
ッ
パ
ー
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
型
式

ト
ラ
ク
タ
ー
シ
ョ
ベ
ル

１
　
バ
ケ
ッ
ト
の
公
称
容
量

２
　
自
重

３
　
走
行
装
置
の
型
式

４
　
伝
動
方
式

４
　
運
搬
機
械

ス
ク
レ
ー
パ
ー

１
　
公
称
積
載
容
量

２
　
操
作
方
式

３
　
自
走
式
又
は
被

け
ん牽

引
式
の
別

機
関
車

１
　
種
類

２
　
自
重

３
　
車
軸
数

４
　
軌
間

５
　
伝
動
方
式

運
搬
車

公
称
積
載
重
量

５
　
起
重
機
類

ジ
ブ
ク
レ
ー
ン

１
　
公
称
つ
り
上
げ
能
力

２
　
走
行
装
置
の
型
式

３
　
伝
動
方
式

タ
ワ
ー
ク
レ
ー
ン

１
　
公
称
つ
り
上
げ
能
力

２
　
走
行
装
置
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
型
式

３
　
揚
程

４
　
ブ
ー
ム
の
長
さ

デ
リ
ッ
ク
ク
レ
ー
ン

１
　
種
類

２
　
公
称
つ
り
上
げ
能
力

３
　
支
柱
の
長
さ

４
　
ブ
ー
ム
の
長
さ

５
　
巻
上
げ
機
の
型
式
、
巻
胴
の
数
及
び
製
造
者
名
並
び
に
製
造
年
月
又
は
製
造
番
号

ケ
ー
ブ
ル
ク
レ
ー
ン

１
　
公
称
つ
り
上
げ
能
力

２
　
主
索
の
種
類
、
直
径
及
び
長
さ

３
　
伝
動
方
式

４
　
巻
上
げ
方
式

５
　
ウ
イ
ン
チ
の
巻
胴
の
数
及
び
製
造
者
名
並
び
に
製
造
年
月
又
は
製
造
番
号

６
　
固
定
塔
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
そ
の
高
さ
、
移
動
塔
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
そ
の
高
さ
及
び
軌
間

ウ
イ
ン
チ

１
　
公
称
巻
上
げ
能
力

２
　
巻
胴
の
数

３
　
伝
動
方
式

エ
レ
ベ
ー
タ
ー

１
　
揚
程

２
　
公
称
積
載
荷
重

６
　
ボ
ー
リ
ン
グ
機
械

ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン

１
　
自
重

２
　

き
り錘

の
推
進
方
式

３
　
給
水
ポ
ン
プ
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
型
式
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ド
リ
ル
ジ
ャ
ン
ボ

１
　
自
重

２
　
ア
ー
ム
の
数

３
　
使
用
す
る
ド
リ
フ
タ
ー
の
型
式

４
　
軌
間

５
　
水
タ
ン
ク
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
公
称
容
量

ク
ロ
ー
ラ
ー
ド
リ
ル

１
　
ビ
ッ
ド
の
径

２
　
最
大
せ
ん
孔
長
さ

７
　
ト
ン
ネ
ル
機
械

た
て
坑
掘
進
機

１
　
公
称
最
大
掘
削
直
径
及
び
掘
削
深
さ

２
　
掘
削
能
力

ト
ン
ネ
ル
掘
進
機

１
　
公
称
最
大
掘
削
直
径

２
　
掘
削
能
力

３
　
カ
ッ
タ
ー
の
型
式

シ
ー
ル
ド
掘
進
機

１
　
直
径

２
　
機
械
式
又
は
手
掘
式
の
別

３
　
エ
レ
ク
タ
ー
の
有
無

４
　
本
体
の
長
さ

ず
り
積
み
機

１
　
バ
ケ
ッ
ト
の
公
称
容
量

２
　
走
行
装
置
の
型
式

８
　
整
地
・
締
め
固
め
機
械

モ
ー
タ
ー
グ
レ
ー
ダ
ー

１
　
自
重

２
　
ブ
レ
ー
ド
の
全
長

３
　
ホ
イ
ー
ル
ベ
ー
ス

４
　
伝
動
方
式

５
　
ス
カ
リ
フ
ァ
イ
ヤ
ー
の
有
無

ス
タ
ビ
ラ
イ
ザ
ー

１
　
走
行
装
置
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
型
式

２
　
締
め
固
め
機
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
型
式

ア
グ
リ
ゲ
ー
ト
ス
プ
レ
ッ
ダ
ー

１
　
自
重

２
　
敷
き
な
ら
し
幅

３
　
敷
き
な
ら
し
装
置
の
型
式

ロ
ー
ド
ロ
ー
ラ
ー

１
　
自
重

２
　
展
圧
幅

３
　
マ
カ
ダ
ム
又
は
タ
ン
デ
ム
の
別

タ
イ
ヤ
ロ
ー
ラ
ー

１
　
自
重

２
　
展
圧
幅

３
　
自
走
式
又
は
被

け
ん牽

引
式
の
別

振
動
ロ
ー
ラ
ー

９
　
砕
石
・
選
別
機
械

フ
イ
ー
ダ
ー

１
　
供
給
能
力

２
　
最
大
供
給
寸
法

ク
ラ
ッ
シ
ャ
ー

１
　
種
類

２
　
呼
称
番
号

３
　
自
重

４
　
伝
動
方
式

選
別
機

１
　
種
類

２
　
伝
動
方
式

ウ
オ
ッ
シ
ャ
ー

１
０
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
機
械

セ
メ
ン
ト
空
気
輸
送
機

１
　
種
類

２
　
公
称
輸
送
能
力

３
　
輸
送
管
の
直
径
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コ
ン
ク
リ
ー
ト
プ
ラ
ン
ト

１
　
公
称
混
練
能
力

２
　
骨
材
貯
蔵
び
ん
の
数

３
　
供
給
装
置
の
種
類
及
び
供
給
方
式

４
　
計
量
装
置
の
操
作
方
式

５
　
ミ
キ
サ
ー
の
公
称
混
練
容
量
及
び
数

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ミ
キ
サ
ー

１
　
公
称
混
練
容
量

２
　
定
置
式
又
は
可
搬
式
の
別

３
　
可
傾
式
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
傾
胴
方
式

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ポ
ン
プ

１
　
公
称
排
送
能
力

２
　
自
重

３
　
吐
出
管
の
直
径

４
　
ホ
ッ
パ
ー
の
容
量

５
　
プ
ラ
ン
ジ
ャ
ー
の
数

コ
ン
ク
リ
ー
ト
プ
レ
ー
サ
ー

１
　
公
称
打
設
能
力

２
　
貯
蔵
そ
う
の
容
量

３
　
自
重

４
　
輸
送
管
の
直
径

ア
ジ
テ
ー
タ
ー
カ
ー

１
　
積
載
容
量

２
　
軌
間

１
１
　
舗
装
機
械

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
フ
ィ
ニ
ッ
シ
ャ
ー

１
　
自
重

２
　
仕
上
げ
幅

３
　
走
行
装
置
の
型
式

４
　
敷
き
な
ら
し
装
置
の
型
式

５
　
仕
上
げ
装
置
の
型
式

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
プ
ラ
ン
ト

１
　
公
称
混
合
能
力

２
　
コ
ー
ル
ド
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
公
称
輸
送
能
力

３
　
ホ
ッ
ト
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
公
称
輸
送
能
力

４
　
ド
ラ
イ
ヤ
ー
の
寸
法

５
　
骨
材
貯
蔵
び
ん
の
容
量

６
　
可
搬
式
又
は
定
置
式
の
別

７
　
ふ
る
い
分
け
装
置
の
型
式

８
　
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
溶
解
が
ま
の
型
式
及
び
数

９
　
ミ
キ
サ
ー
の
型
式

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
ク
ッ
カ
ー

１
　
か
ん
の
容
量

２
　
か
ん
の
型
式

コ
ン
ク
リ
ー
ト
フ
ィ
ニ
ッ
シ
ャ
ー

１
　
自
重

２
　
仕
上
げ
幅

３
　
走
行
装
置
の
有
無

４
　
振
動
機
の
型
式
及
び
数

５
　
タ
ン
ピ
ン
グ
装
置
の
有
無

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ス
プ
レ
ッ
ダ
ー

１
　
自
重

２
　
敷
き
な
ら
し
幅

３
　
走
行
装
置
の
有
無

４
　
敷
き
な
ら
し
装
置
の
型
式

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ペ
ー
バ
ー

１
　
公
称
混
練
容
量
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２
　
走
行
装
置
の
型
式

３
　
運
搬
用
ブ
ー
ム
の
長
さ

１
２
　
船
舶

し
ゆ
ん
せ
つ
船

１
　
船
名

２
　
種
類

３
　
公
称
能
力

４
　
鋼
船
又
は
木
船
の
別

５
　
船
体
の
長
さ
、
幅
及
び
深
さ

砕
岩
船

１
　
船
名

２
　
砕
石

す
い錘

の
公
称
重
量

３
　
鋼
船
又
は
木
船
の
別

４
　
船
体
の
長
さ
、
幅
及
び
深
さ

起
重
機
船

１
　
船
名

２
　
公
称
つ
り
上
げ
能
力

３
　
鋼
船
又
は
木
船
の
別

４
　
船
体
の
長
さ
、
幅
及
び
深
さ

５
　
起
重
機
の
型
式
及
び
製
造
者
名
並
び
に
製
造
年
月
又
は
製
造
番
号

く
い
打
ち
船

１
　
船
名

２
　
ハ
ン
マ
ー
の
公
称
重
量

３
　
鋼
船
又
は
木
船
の
別

４
　
船
体
の
長
さ
、
幅
及
び
深
さ

５
　
や
ぐ
ら
の
型
式
及
び
高
さ

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ミ
キ
サ
ー
船

１
　
船
名

２
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ミ
キ
サ
ー
の
公
称
混
練
容
量

３
　
骨
材
ホ
ッ
パ
ー
の
容
量

４
　
鋼
船
又
は
木
船
の
別

５
　
船
体
の
長
さ
、
幅
及
び
深
さ

６
　
骨
材
積
込
装
置
の
型
式

７
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ポ
ン
プ
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
公
称
排
送
能
力

サ
ン
ド
ド
レ
ー
ン
船

１
　
移
動
式
又
は
固
定
式
の
別

２
　
振
動
く
い
打
ち
機
及
び
ケ
ー
シ
ン
グ
パ
イ
プ
の
数

３
　
船
体
の
長
さ
、
幅
及
び
深
さ

土
運
船

１
　
容
量

２
　
側
開
き
又
は
底
開
き
の
別

３
　
船
体
の
長
さ
、
幅
及
び
深
さ

作
業
台
船

１
　
公
称
積
載
重
量

２
　
船
体
の
長
さ
、
幅
及
び
深
さ

１
３
　
そ
の
他

空
気
圧
縮
機

１
　
常
用
圧
力
及
び
総
排
気
量

２
　
定
置
式
又
は
可
搬
式
の
別

３
　
シ
リ
ン
ダ
ー
の
型
式
及
び
数

４
　
圧
縮
段
数

５
　
ア
ン
ロ
ー
ダ
ー
の
型
式

６
　
エ
ア
フ
ィ
ー
ル
タ
ー
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
型
式

７
　
ア
フ
タ
ー
ク
ー
ラ
ー
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
型
式

８
　
オ
イ
ル
セ
パ
レ
ー
タ
ー
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
型
式

サ
ン
ド
ポ
ン
プ

１
　
口
径

6



２
　
伝
動
方
式

発
動
発
電
機

１
　
発
電
機
容
量

２
　
極
数

備
考
　
こ
の
表
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
仕
様
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
種
類
　
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

イ
　
く
い
打
ち
機
及
び
く
い
抜
き
機
に
あ
つ
て
は
、
ジ
ー
ゼ
ル
ハ
ン
マ
ー
、
バ
イ
ブ
ロ
ハ
ン
マ
ー
等
の
別

ロ
　
大
口
径
掘
削
機
に
あ
つ
て
は
、
ベ
ノ
ト
、
リ
バ
ー
ス
サ
ー
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
ド
リ
ル
、
ア
ー
ス
ド
リ
ル
等
の
別

ハ
　
機
関
車
に
あ
つ
て
は
、
電
気
機
関
車
、
ジ
ー
ゼ
ル
機
関
車
等
の
別

ニ
　
デ
リ
ッ
ク
ク
レ
ー
ン
に
あ
つ
て
は
、
ガ
イ
デ
リ
ッ
ク
ク
レ
ー
ン
又
は
ス
テ
ィ
フ
レ
ッ
グ
ク
レ
ー
ン
等
の
別

ホ
　
ク
ラ
ッ
シ
ャ
ー
に
あ
つ
て
は
、
ジ
ョ
ー
ク
ラ
ッ
シ
ャ
ー
、
ジ
ャ
イ
レ
ク
ト
リ
ー
ク
ラ
ッ
シ
ャ
ー
、
コ
ー
ン
ク
ラ
ッ
シ
ャ
ー
、
ロ
ー
ル
ク
ラ
ッ
シ
ャ
ー
、
イ
ン
パ
ク
ト
ク
ラ
ッ
シ
ャ
ー
、
ロ
ッ
ド
ミ
ル
又
は
ボ
ー
ル
ミ
ル
の
別

ヘ
　
選
別
機
に
あ
つ
て
は
、
ト
ロ
ン
メ
ル
、
バ
イ
ブ
レ
イ
テ
イ
ン
グ
ス
ク
リ
ー
ン
又
は
ク
ラ
ッ
シ
フ
ァ
イ
ヤ
ー
の
別

ト
　
ウ
オ
ッ
シ
ャ
ー
に
あ
つ
て
は
、
ド
ラ
ム
ウ
オ
ッ
シ
ャ
ー
又
は
ス
ク
リ
ュ
ー
ウ
オ
ッ
シ
ャ
ー
の
別

チ
　
セ
メ
ン
ト
空
気
輸
送
機
に
あ
つ
て
は
、
フ
ラ
ク
ソ
ー
式
輸
送
機
又
は
キ
ニ
オ
ン
ポ
ン
プ
の
別

リ
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
プ
ラ
ン
ト
の
供
給
装
置
に
あ
つ
て
は
、
カ
ッ
ト
オ
フ
ゲ
ー
ト
、
エ
プ
ロ
ン
フ
ィ
ー
ダ
ー
等
の
別

ヌ
　
し
ゆ
ん
せ
つ
船
に
あ
つ
て
は
、
ポ
ン
プ
し
ゆ
ん
せ
つ
船
、
デ
イ
ッ
パ
ー
し
ゆ
ん
せ
つ
船
又
は
グ
ラ
ブ
し
ゆ
ん
せ
つ
船
の
別

二
　
走
行
装
置
の
型
式
　
装
軌
式
、
装
輪
式
、
レ
ー
ル
式
等
の
別

三
　
伝
動
方
式
　
ジ
ー
ゼ
ル
機
関
直
結
式
、
ジ
ー
ゼ
ル
機
関
流
体
ト
ル
ク
コ
ン
バ
ー
タ
ー
式
、
ワ
ー
ド
レ
オ
ナ
ー
ド
式
、
ジ
ー
ゼ
ル
エ
レ
ク
ト
リ
ッ
ク
式
、
Ｖ
ベ
ル
ト
掛
式
等
の
別

四
　
操
作
方
式
　
油
圧
式
、
機
械
式
等
の
別

五
　
く
い
打
ち
機
及
び
く
い
抜
き
機
の
や
ぐ
ら
の
型
式
　
回
転
式
、
移
動
式
等
の
別

六
　
ケ
ー
ブ
ル
ク
レ
ー
ン
の
巻
上
げ
方
式
　
リ
ジ
ャ
ウ
ッ
ド
型
、
プ
ラ
イ
ヘ
ル
ト
型
等
の
別

七
　
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
の

き
り錘

の
推
進
方
式
　
油
圧
式
、
手
動
式
等
の
別

八
　
ト
ン
ネ
ル
掘
進
機
の
カ
ッ
タ
ー
の
型
式
　
バ
イ
ト
型
、
デ
ィ
ス
ク
型
、
ギ
ヤ
型
等
の
別

九
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
プ
ラ
ン
ト
の
供
給
方
式
　
電
動
機
式
、
圧
縮
空
気
式
、
手
動
式
等
の
別

十
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
プ
ラ
ン
ト
の
計
量
装
置
の
操
作
方
式
　
全
自
動
式
、
半
自
動
式
、
手
動
式
等
の
別

十
一
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ス
プ
レ
ッ
ダ
ー
の
敷
き
な
ら
し
装
置
の
型
式
　
ス
ク
リ
ュ
ー
式
、
ボ
ッ
ク
ス
式
等
の
別

十
二
　
し
ゆ
ん
せ
つ
船
の
公
称
能
力
　
ポ
ン
プ
し
ゆ
ん
せ
つ
船
に
あ
つ
て
は
排
砂
管
の
直
径
、
デ
イ
ッ
パ
ー
し
ゆ
ん
せ
つ
船
又
は
グ
ラ
ブ
し
ゆ
ん
せ
つ
船
に
あ
つ
て
は
バ
ケ
ッ
ト
の
公
称
容
量

別
表
第
二

種
類

名
称

打
刻
の
位
置

１
　
掘
削
機
械

シ
ョ
ベ
ル
系
掘
削
機

キ
ャ
ッ
ト
フ
レ
ー
ム
の
前
面

連
続
式
バ
ケ
ッ
ト
掘
削
機

主
フ
レ
ー
ム
の
側
面

２
　
基
礎
工
事
用
機
械

く
い
打
ち
機
及
び
く
い
抜
き
機

ハ
ン
マ
ー
、
起
振
機
又
は
く
い
抜
き
装
置
の
側
面

グ
ラ
ウ
ト
ポ
ン
プ

ポ
ン
プ
ベ
ッ
ド
（
ポ
ン
プ
ベ
ッ
ド
の
な
い
も
の
に
あ
つ
て
は
、
ポ
ン
プ
ケ
ー
シ
ン
グ
）
の
側
面

ペ
ー
パ
ー
ド
レ
ー
ン
マ
シ
ン

主
フ
レ
ー
ム
の
側
面

大
口
径
掘
削
機

ア
ー
ス
オ
ー
ガ
ー

起
動
部
の
側
面

地
下
連
続
壁
施
工
用
機
械

主
フ
レ
ー
ム
の
側
面

３
　
ト
ラ
ク
タ
ー
類

ト
ラ
ク
タ
ー

主
フ
レ
ー
ム
の
側
面

ブ
ル
ド
ー
ザ
ー

ト
ラ
ク
タ
ー
シ
ョ
ベ
ル

４
　
運
搬
機
械

ス
ク
レ
ー
パ
ー

ド
ラ
フ
ト
ヨ
ー
ク
の
側
面

機
関
車

フ
レ
ー
ム
の
側
面

運
搬
車

５
　
起
重
機
類

ジ
ブ
ク
レ
ー
ン

主
フ
レ
ー
ム
の
側
面

タ
ワ
ー
ク
レ
ー
ン

主
ウ
イ
ン
チ
フ
レ
ー
ム
の
側
面

デ
リ
ッ
ク
ク
レ
ー
ン

主
柱
の
下
部
側
面
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ケ
ー
ブ
ル
ク
レ
ー
ン

主
ウ
イ
ン
チ
フ
レ
ー
ム
の
側
面

ウ
イ
ン
チ

ベ
ッ
ド
フ
レ
ー
ム
の
側
面

エ
レ
ベ
ー
タ
ー

階
数
表
示
板
の
隣
接
側
面

６
　
ボ
ー
リ
ン
グ
機
械

ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン

フ
レ
ー
ム
の
側
面

ド
リ
ル
ジ
ャ
ン
ボ

台
車
フ
レ
ー
ム
の
側
面

ク
ロ
ー
ラ
ー
ド
リ
ル

主
フ
レ
ー
ム
の
側
面

７
　
ト
ン
ネ
ル
機
械

た
て
坑
掘
進
機

主
フ
レ
ー
ム
の
側
面

ト
ン
ネ
ル
掘
進
機

シ
ー
ル
ド
掘
進
機

掘
進
用
主
原
動
機
ベ
ッ
ド
の
側
面

ず
り
積
み
機

主
フ
レ
ー
ム
の
側
面

８
　
整
地
・
締
め
固
め
機
械

モ
ー
タ
ー
グ
レ
ー
ダ
ー

主
フ
レ
ー
ム
の
側
面

ス
タ
ビ
ラ
イ
ザ
ー

ア
グ
リ
ゲ
ー
ト
ス
プ
レ
ッ
ダ
ー

主
フ
レ
ー
ム
の
背
面

ロ
ー
ド
ロ
ー
ラ
ー

フ
レ
ー
ム
の
側
面

タ
イ
ヤ
ロ
ー
ラ
ー

主
フ
レ
ー
ム
の
側
面

振
動
ロ
ー
ラ
ー

９
　
砕
石
・
選
別
機
械

フ
ィ
ー
ダ
ー

フ
レ
ー
ム
の
側
面

ク
ラ
ッ
シ
ャ
ー

ロ
ッ
ド
ミ
ル
及
び
ボ
ー
ル
ミ
ル
に
あ
つ
て
は
ド
ラ
ム
の
中
央
部
、
そ
の
他
の
も
の
に
あ
つ
て
は
主
フ
レ
ー
ム
の
側
面

選
別
機

ト
ロ
ン
メ
ル
に
あ
つ
て
は
駆
動
側
軸
受
の
側
面
、
バ
イ
ブ
レ
イ
テ
ィ
ン
グ
ス
ク
リ
ー
ン
及
び
ク
ラ
ッ
シ
フ
ァ
イ
ヤ
ー
に
あ
つ
て
は
フ
レ
ー
ム
の
側
面

ウ
ォ
ッ
シ
ャ
ー

ド
ラ
ム
ウ
ォ
ッ
シ
ャ
ー
に
あ
つ
て
は
ド
ラ
ム
の
側
面
、
ス
ク
リ
ュ
ー
ウ
ォ
ッ
シ
ャ
ー
に
あ
つ
て
は
フ
レ
ー
ム
の
側
面

１
０
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
機
械

セ
メ
ン
ト
空
気
輸
送
機

フ
ラ
ク
ソ
ー
式
輸
送
機
に
あ
つ
て
は
ベ
ッ
セ
ル
の
側
面
、
キ
ニ
オ
ン
ポ
ン
プ
に
あ
つ
て
は
ポ
ン
プ
ベ
ッ
ド
の
側
面

コ
ン
ク
リ
ー
ト
プ
ラ
ン
ト

砂
貯
蔵
び
ん
の
側
面

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ミ
キ
サ
ー

ベ
ッ
ド
フ
レ
ー
ム
の
側
面

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ポ
ン
プ

コ
ン
ク
リ
ー
ト
プ
レ
ー
サ
ー

ア
ジ
テ
ー
タ
ー
カ
ー

フ
レ
ー
ム
の
側
面

１
１
　
舗
装
機
械

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
フ
ィ
ニ
ッ
シ
ャ
ー

主
フ
レ
ー
ム
の
側
面

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
プ
ラ
ン
ト

骨
材
乾
燥
機
の
主
フ
レ
ー
ム
の
側
面

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
ク
ッ
カ
ー

主
フ
レ
ー
ム
の
側
面

コ
ン
ク
リ
ー
ト
フ
ィ
ニ
ッ
シ
ャ
ー

主
フ
レ
ー
ム
の
前
面

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ス
プ
レ
ッ
ダ
ー

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ペ
ー
バ
ー

主
フ
レ
ー
ム
の
側
面

１
２
　
船
舶

し
ゆ
ん
せ
つ
船

主
原
動
機
ベ
ッ
ド
の
側
面

砕
岩
船

起
重
機
船

ウ
ィ
ン
チ
の
ベ
ッ
ド
フ
レ
ー
ム
の
側
面

く
い
打
ち
船

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ミ
キ
サ
ー
船

ミ
キ
サ
ー
の
ベ
ッ
ド
フ
レ
ー
ム
の
側
面

サ
ン
ド
ド
レ
ー
ン
船

操
船
ウ
ィ
ン
チ
の
ベ
ッ
ド
フ
レ
ー
ム
の
側
面

土
運
船

ウ
ィ
ン
チ
又
は
油
圧
シ
リ
ン
ダ
ー
の
ベ
ッ
ド
フ
レ
ー
ム
の
側
面

作
業
台
船

船
名
表
示
部
分
の
隣
接
側
面

１
３
　
そ
の
他

空
気
圧
縮
機

定
置
式
に
あ
つ
て
は
ク
ラ
ン
ク
ケ
ー
ス
の
側
面
、
可
搬
式
に
あ
つ
て
は
フ
レ
ー
ム
の
側
面

サ
ン
ド
ポ
ン
プ

ポ
ン
プ
ケ
ー
シ
ン
グ
の
側
面

発
動
発
電
機

フ
レ
ー
ム
の
側
面
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別
記
様
式
第
一
号

（
略
）
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別
記
様
式
第
二
号
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別
記
様
式
第
三
号

別記様式第三号〔第４条〕

（用紙Ａ４）

証 明 書
交 付 番 号

打 証 第 号

種類及び定格出力

製 造 者 名

製 造 年 月

製 造 番 号

　　上記のとおり証明する。

平成　　年　　月　　日 印国　土　交　通　大　臣
　　　　　　　　知　事

建　設　機　械　打　刻　証　明　書

所有者の氏名又は名称
所 有 者 の 住 所 又 は
主たる事務所の所在地

建 設 機 械 の 名 称 型 式

打 刻 し た 記 号 打 刻 の 年 月 日 平成　　　年　　　月　　　日

仕
　
　
　
様

製 造 者 名

製 造 年 月

製 造 番 号

原
　
動
　
機

自 動 車 登 録 番 号

契 印

11



別
記
様
式
第
四
号

別記様式第四号〔第４条〕

（用紙Ａ４）

証 明 書
交 付 番 号

打検証第 号

種類及び定格出力

製 造 者 名

製 造 年 月

製 造 番 号

　　上記のとおり証明する。

平成　　年　　月　　日 印国　土　交　通　大　臣
　　　　　　　　知　事

自 動 車 登 録 番 号

検 認 し た 記 号 検 認 の 年 月 日 平成　　　年　　　月　　　日

仕
　
　
　
様

製 造 者 名

製 造 年 月

製 造 番 号

原
　
動
　
機

建　設　機　械　打　刻　検　認　証　明　書

所有者の氏名又は名称
所 有 者 の 住 所 又 は
主たる事務所の所在地

建 設 機 械 の 名 称 型 式

契 印
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別
記
様
式
第
五
号

（
略
）

別
記
様
式
第
六
号

（
略
）

別
記
様
式
第
七
号

（
略
）
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